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１ 事業概要 

(1) 事業名称 

京都大学（南部）医薬系総合研究棟施設整備事業 

(2) 公共施設等の管理者等 

国立大学法人京都大学 学長 山極 壽一 

(3) 敷地の概要 

敷地の概要は下表のとおりである。 

事 業 場 所 京都府京都市左京区吉田下阿達町（京都大学薬学部構内） 

敷 地 面 積 １９,３３９.１７㎡ 

前 面 道 路 東側 ８.０ｍ、北側 １０.５ｍ 

用 途 地 域 第一種中高層住居専用地域 

建 ぺ い 率 ６０％ 

容 積 率 ２００％ 

そ の 他 

２０ｍ第１種高度地区、山並み背景型美観地区 

眺望景観保全地区（近景・遠景デザイン保全区域） 

屋外広告物条例 第２種地域 

(4) 事業方式 

本事業は、ＰＦＩ法に基づき実施するものとし、選定事業者は、医薬系総合研究棟（以下

「本施設」という。）の施設整備業務（設計（ＶＥ提案による変更設計を伴う場合に限

る。）、建設等）を実施した後、大学に当該本施設の所有権を引渡し、事業期間中に係る本

施設、薬学部総合研究棟、薬学部本館（以下、本施設に、警備業務のみの対象となる薬学部

総合研究棟、薬学部本館を加えて「本施設等」という。）の維持管理業務、並びに、本施設

の付帯事業（付帯事業提案による付帯事業を伴う場合に限る。）を実施するＢＴＯ（Build 

Transfer Operate）方式とする。 

土地は、本体事業の実施に必要な範囲を選定事業者に無償で貸与する。なお、付帯事業

（付帯事業提案による付帯事業を伴う場合に限る。）の実施に伴う土地の貸し付けは予定し

ていない。 

(5) 事業の範囲 

特定事業を実施する民間事業者（以下「選定事業者」という。）は、ＰＦＩ法に基づき、

以下に掲げる本体事業に係る本施設の施設整備業務（設計（ＶＥ提案による変更設計を伴う

場合に限る。）、建設等）及び本施設等の維持管理業務、並びに、付帯事業（付帯事業提案

による付帯事業を伴う場合に限る。）とともに、これらを実施する上で必要となる業務を行

う。選定事業者が実施する本事業の主な範囲は以下のとおりである。 

1) 本体事業 

① 本施設の施設整備業務 

ア 事前調査（大学が提示する以外の地質調査等を含む。）業務及びこれらを実施する

上で必要となる業務 

イ 設計（ＶＥ提案による変更設計を伴う場合に限る。）業務及びこれらを実施する上

で必要となる業務 

ウ 建設業務及びこれらを実施する上で必要となる業務 
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エ 工事監理業務及びこれらを実施する上で必要となる業務 

オ 周辺家屋影響調査・対策業務及びこれらを実施する上で必要となる業務 

カ 電波障害調査・対策業務及びこれらを実施する上で必要となる業務 

キ 各種申請等業務及びこれらを実施する上で必要となる業務 

② 本施設等の維持管理業務 

ア 建物保守管理業務（本施設を対象とし、点検・保守・修繕・更新その他の一切の保

守管理業務を含む。） 

イ 建築設備保守管理業務（本施設を対象とし、設備運転・監視・点検・保守・修繕・

更新その他の一切の保守管理業務を含む。） 

ウ 外構施設保守管理業務（本施設を対象とし、点検・保守・修繕・更新その他一切の

保守管理業務を含む。） 

エ 清掃業務（本施設を対象とし、建築物内部及び外部・ガラス（内外）の清掃業務を

含む。） 

オ 警備業務（本施設等を対象とし、原則として機械警備とする。） 

※１ 維持管理業務に係る光熱水費は、本事業のサービス購入費に含めず、大学の直接

の負担とする。 

※２ 大規模修繕（大規模修繕とは、大学が自らの事由により別途発注する大規模な修

繕をいう。）は、本事業の事業期間中の実施は予定していない。なお、入札説明書等

（主に要求水準書）に示す機能を維持するために行う修繕・更新は、その規模に係わ

らず、すべて選定事業者が行う業務範囲とする。 

2) 付帯事業（付帯事業提案による付帯事業を伴う場合に限る。） 

① 付帯事業（入札参加者の提案（任意）とする。） 

ア 大学から本施設の長期貸付を受ける付帯事業 

大学から本施設のうち「交流スペース（アウトリーチエリア）」、「リフレッシュ

スペース（各階）」、「その他の共用部分」の一部の長期貸付を受けて、付帯事業の

施設整備業務、維持管理業務、運営業務及びこれらを実施する上で必要となる業務を

行う。 

イ 大学から本施設の一時貸付を受ける付帯事業 

大学から本施設のうち「交流スペース（アウトリーチエリア）」、「リフレッシュ

スペース（各階）」、「その他の共用部分」の一部の一時貸付を受けて、付帯事業の

運営業務及びこれらを実施する上で必要となる業務を行う。 

ウ 大学から本施設の長期貸付及び一時貸付を受けない付帯事業 

大学から本施設の長期貸付及び一時貸付を受けないで、付帯事業の運営業務及びこ

れらを実施する上で必要となる業務を行う。 

(6) 事業期間 

事業契約締結の日から平成４２年３月３１日まで（約１５年間） 

(7) 事業の実施 

落札者は特別目的会社を設立し、事業契約を締結し、事業を実施する。 
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２ 経緯 

(1) 落札者決定までの主な経緯 

落札者決定までの主な経緯は以下のとおりである。 

年・月・日 内  容 

平成27年 

2月23日～3月23日 
(1) 入札公告及び入札説明書等の公表 

2月27日 (2) 入札説明書等に関する説明会 

3月 5日～3月 9日 (3) 入札説明書等に関する質問（１回目）の受付 

3月17日 (4) 入札説明書等に関する質問回答（１回目）の公表 

3月19日～3月23日 

(4月24日～4月28日)※ 

(5) 参加表明書及び競争参加資格確認申請書の受付 

※設計に当たる者、付帯事業に当たる者の追加申請書の受付 

3月27日 

(5月11日)※ 

(6) 競争参加資格確認審査の結果の通知 

※設計に当たる者、付帯事業に当たる者の追加審査の結果の通知

3月26日～3月30日 (7) 入札説明書等に関するＶＥ提案･付帯事業提案の受付 

4月 3日 (8) 入札説明書等に関する個別対話の開催 

4月13日～4月15日 
(9) 入札説明書等に関するＶＥ提案(改定)・付帯事業提案(改定)

の受付 

4月23日 
(10) 入札説明書等に関するＶＥ提案(採否)・付帯事業提案(採

否)の通知 

4月30日～5月 7日 (11) 入札説明書等に関する質問（２回目）の受付 

5月15日 (12) 入札説明書等に関する質問回答（２回目）の公表 

6月 1日～6月 3日 (13) 入札書等及び提案書の受付 

6月 3日 (14) 入札書の開札 

6月16日 (15) プレゼンテーション･ヒアリング･落札者の選定 

6月19日 (16) 落札者の決定・公表 

 

(2) 事業者選定方式 

本事業を実施する事業者には、施設整備段階から維持管理・付帯事業段階の各業務を通じ

て、効率的・効果的かつ安定的・継続的なサービスの提供を求めるものであり、事業者の幅

広い技術的能力及び総合力が必要となってくる。したがって、事業者の選定を行うに当たっ

ては、入札金額とともに、事業能力、施設整備能力及び維持管理・付帯事業能力等のその他

の条件を総合的に評価し落札者を決定する、総合評価落札方式による一般競争入札をもって

行う。 

(3) 事業者選定方法 

事業者の選定は、二段階の審査により実施し、第一次審査として競争参加資格確認審査、

第二次審査として提案内容審査（入札金額の適格審査、基礎項目の適格審査、加点項目の審

査、総合評価値の算定）を行う。なお、競争参加資格確認審査は、提案内容審査のための入

札書等及び提案書を受け付ける入札参加者を選定するためにのみ行うものであって、競争参

加資格確認審査の具体的な内容を提案内容審査に持ち越さないものとする。 
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(4) 事業者選定の体制 

大学が設置した外部の学識経験者及び大学の職員で構成する「京都大学（南部）医薬系総

合研究棟施設整備事業に係る審査委員会」（以下「審査委員会」という。）は、落札者決定

基準を審議・決定するとともに、入札参加者より提出された入札書等及び提案書の審査を行

い、優秀提案者を選定する。なお、審査委員会は下表の７名の委員で構成され、審議内容は

原則として非公開とする。 
 

審査委員会の審査委員 
 

役  割 氏   名 所属・職名 

委 員 長 佐藤 直樹 京都大学理事／副学長（施設担当） 

委  員 大西 有三 関西大学環境都市工学部 特任教授 

 金子 周司 京都大学薬学研究科教授 

 金  一寿 金一寿公認会計士事務所公認会計士・税理士 

 長澤 公洋 京都大学財務部部長 

 萩原 正敏 京都大学医学研究科教授 

(五十音順) 山下 隆幸 京都大学施設部部長 

（平成２７年４月１日） 

 

３ 競争参加資格確認審査（第一次審査）等 

(1) 競争参加資格確認審査（第一次審査） 

競争参加資格の確認審査は、入札参加者が備えるべき競争参加資格の要件を満たしている

かどうかの確認を行うものであり、１項目でも要件を満たしていない場合は、当該入札参加

者を欠格とする。 

平成２７年３月２３日までに２グループの応募があり、いずれの入札参加グループ（入札

参加者）も入札説明書に規定されている資格及び実績等の競争参加資格の要件を満たしてい

ることを確認し、平成２７年３月２７日に通知した。 

(2) 入札参加グループ（入札参加者）                    （受付順） 

競争参加資格が確認され、平成２７年６月３日までに入札書等及び提案書を提出した入札

参加グループ（入札参加者）は以下のとおりである。 
 

入 札 参 加 
グループ名 

代表企業 構 成 員 協力会社 

清 水 建 設 
グ ル ー プ 

清水建設株式会社 日本管財株式会社 株式会社梓設計大阪支社 

淺 沼 組 
グ ル ー プ 

株式会社淺沼組 
近鉄ビルサービス
株式会社 

株式会社大建設計、サントリー
コーポレートビジネス株式会
社、株式会社トーエネック、須
賀工業株式会社 
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４ 提案内容審査（第二次審査） 

(1) 入札金額の適格審査 

入札金額の適格審査は、入札書に記載された入札金額が予定価格の範囲内であるかどうか

の確認を行うものであり、予定価格を超える場合は、当該入札参加者を失格とする。 

平成２７年６月３日までに２グループの入札があり、いずれの入札参加グループ（入札参

加者）も入札金額が予定価格の範囲内であることを確認した。 

(2) 基礎項目適格審査 

基礎項目の適格審査は、入札金額が予定価格の範囲内であることが確認された入札参加グ

ループ（入札参加者）より提出された提案書の内容が、入札説明書等で規定されている要求

水準のうち基礎項目を全て充足しているかについて審査を行うものであり、基礎項目を全て

充足している場合は適格とし、配点１００点を付与する。１項目でも基礎項目を充足してい

ない場合又は基礎項目について記載のない場合は、当該入札参加グループ（入札参加者）を

失格とする。 

平成２７年６月１６日の審査委員会において、いずれの入札参加グループ（入札参加者）

の提案書の内容も基礎項目を充足していることを確認し、各入札参加グループ（入札参加者）

に配点１００点を付与した。 

(3) 加点項目審査 

加点項目の審査は、基礎項目適格審査において配点を付与された入札参加グループ（入札

参加者）より提出された提案書の内容について、落札者決定基準に示す加点項目、審査基準

及び評価水準（加点比率）に応じて配点（加点）を付与するものであり、配点の合計は  

１００点満点とする。 

平成２７年６月１６日の審査委員会において、各入札参加グループ（入札参加者）より提

出された提案書の内容について、大学が提示した要求水準を超える優れた提案であるかどう

かを落札者決定基準に基づき審査し、優れた提案であると評価した場合には、加点項目毎に

加点を行った。加点項目審査の結果は以下のとおりである。 
 

加点項目 配点 

１グループ 

清水建設 

グループ 

２グループ

淺 沼 組

グループ

1)事業計画
に関する
事項 

①事業収支計画に関する事項  ８ ４.４３  ２.５７

②事業継続に関する事項   ７  ４.００  ２.６３

2)施設整備
業務に関
する事項 

①ＶＥ提案に関する事項 １０ ６.０７  ４.２９

②実施体制に関する事項  ５ ２.３２  １.７９

③施工に関
する事項 

ア実施内容(各工種)の適切性  ７ ４.００  ２.２５

イ品質管理の適切性 １０ ６.６１  ２.５０

ウ工程管理(移転業務との調整
を含む)の適切性 

  ５  ３.０４  １.６１

エ周辺環境への配慮の適切性  ４ ２.５０  １.５７

オ環境負荷の低減(LCCO２の低
減等) 

  ４  ２.４３  １.２９



 （６）

3)維持管理
業務に関
する事項 

①実施体制に関する事項  ５ ２.８６  ２.４１

②実施内容
等に関す
る事項 

ア実施内容の適切性  ６ ３.１１  ２.３６

イ品質管理の適切性  ６ ２.３６  ２.３６

ウ環境負荷の低減(LCCO２の低
減等) 

  ２  ０.９３  ０.８６

エ経済性(LCC の低減等)  ３ １.０７  １.０７

オ維持管理業務全体での有効
性 

  ３  １.５５  １.１８

4)付帯事業に関する事項 ア付帯事業(任意) １５ ８.８４  ４.８２

合 計 １００ ５６.１２ ３５.５６

(4) 総合評価 

総合評価の結果は下表のとおりであり、清水建設グループを優秀提案者として選定し、落

札者として決定した。 

グループ 

項  目 

１ グ ル ー プ 

清 水 建 設 グ ル ー プ 

２ グ ル ー プ 

淺 沼 組 グ ル ー プ 

基 礎 項 目 

［ Ａ ］ 
      １００.００       １００.００ 

加 点 項 目 

［ Ｂ ］ 
       ５６.１２        ３５.５６ 

合 計 

［ Ａ + Ｂ ］ 
      １５６.１２       １３５.５６ 

入 札 金 額 

[ Ｃ ] ( 円 ) 
６,１９０,８１６,６３６ ６,４１７,４４３,１００ 

総 合 評 価 値 

[ ( A + B ) / C × 1 0 1 0 ] 
      ２５２.１８       ２１１.２４ 

順 位 ［ １ ］ ［ ２ ］ 

※ 総合評価値は小数点以下第３位を四捨五入し、小数点以下第２位まで表記している。 

※ 入札金額は消費税及び地方消費税抜き価格である。 

(5) ＶＦＭ評価 

落札者の提案に基づきＶＦＭの評価を行った結果、約１２.０％となることが確認された。 
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５ 落札者の提案概要 

(1) スケジュール（予定） 

1) 事 業 契 約 の 締 結  平成２７年 ８月 

2) 設 計 及 び 建 設 期 間  平成２７年 ８月  ～平成２９年 ３月３１日 

3) 施 設 の 供 用 開 始  平成２９年 ４月 1日 

4) 維持管理及び付帯事業運営期間  平成２９年 ４月 1日～平成４２年 ３月３１日 

 

(2) 医薬系総合研究棟の概要 

1) 構 造 種 別    鉄筋コンクリート造・直接基礎 

2) 階 数    地下２階／地上５階 

3) 敷 地 面 積    １９,３３９.１７㎡ 

4) 延 べ 面 積    １１,８８８.１０㎡ 

 

６．審査講評 

(1) 総合講評 

本事業は、対象となる業務として、本施設の施設整備業務及び維持管理業務とともに、任

意の付帯事業運営業務を含んでいる。また、施設整備業務のうち設計業務においては、広範

かつ高度なＶＥ提案を求めている。このような難しい提案条件に対し、いずれの入札参加グ

ループ（入札参加者）の提案も、意欲的な取り組みにより独自の強みを生かすとともに、大

学との個別対話等での意思疎通を踏まえて、民間事業者ならではの創意工夫を大いに発揮し

たものであり、その熱意等に敬意を払うところである。 

加点項目審査においては、個別講評にもあるように、各入札参加グループ（入札参加者）

の特徴を生かした提案により差異がみられたが、いずれの提案も完成度が高く、すぐにでも

実現できる優れた提案であったといえる。 

なお、優秀提案者である１グループの提案の実施にあたっては、当該提案をよりよいもの

とするために、事業期間にわたっての大学との協働（コミュニケーション、コラボレーショ

ン）に努めていただくことを期待する。 

(2) 個別講評 

各入札参加グループ（入札参加者）の提案に関して、特記すべき事項は次のとおりである。 

1) 事業計画に関する事項 

① 事業収支計画に関する事項 

ア 資金調達等の確実性、事業収支の安定性 

＜１グループ＞ 

・ 金融機関等の効果的な選定、金融機関等からの関心表明書等の取得、構成員及び

協力会社等による入札前協定書の締結、劣後融資及び劣後融資枠の設定、これらの

など、資金調達等の確実性、事業収支等の安定性に配慮した提案となっている。 

＜２グループ＞ 

・ 金融機関等からの関心表明書等の取得、構成員及び協力会社等による入札前協定

書の締結、劣後融資及び劣後融資枠の設定など、資金調達等の確実性、事業収支等

の安定性に配慮した提案となっている。 



 （８）

② 事業継続に関する事項 

ア 事業継続の安定性 

＜１グループ＞ 

・ バックアップサービサーの確保、セルフモニタリング委員会によるリスク管理体

制、事業終了時の維持管理業務引継ぎ体制、各種保険への付保など、事業継続の安

定性に配慮した提案となっている。 

＜２グループ＞ 

・ バックアップサービサーの確保、ＳＰＣ運営会議によるリスク管理体制、各種保

険への付保など、事業継続の安定性に配慮した提案となっている。 

2) 施設整備業務に関する事項 

① ＶＥ提案に関する事項 

ア ＶＥ提案の有効性 

＜１グループ＞ 

・ 発電機を将来拡張が可能な屋上設置とし、地下２階の実験エリアを拡張している。 

・ 内装材の材料や納まりを変更し、実験室系や共用部を高品質化している。 

・ 床型枠に工業化工法を採用し、環境負荷の低減に努めている。 

・ ＬＣＣＯ２やＬＣＣの低減において、具体的かつ有効な提案をしている。 

＜２グループ＞ 

・ 水分が生じる内装床を防水系塗装とし、耐久性や快適性を高めている。 

・ 内装材の材料を変更し、耐薬品性や抗菌性、汚染制御や除去効果を高めている。 

・ ピットスラブ下を型枠兼用型断熱材とし、環境負荷の低減に努めている。 

② 実施体制に関する事項 

ア 実施体制の適切性 

＜１グループ＞ 

・ 総括代理人による一元管理体制、ＰＦＩ事業実績や教育研究施設実績を豊富に有

する業務責任者の配置など、実施体制の適切性に配慮した提案となっている。 

＜２グループ＞ 

・ 統括責任者による窓口一本化体制、ＰＦＩ事業実績や公共病院実績を有する業務

責任者の配置など、実施体制の適切性に配慮した提案となっている。 

③ 施工に関する事項 

ア 実施内容（各工種）の適切性 

＜１グループ＞ 

・ 大学関係車両や通行者と工事車両の交錯の回避、隣接する建物への採光防音シー

トの設置、安全性や作業性を高める土工事・山留め工事（工法）の採用など、実施

内容（各工種）の適切性に配慮した提案となっている。 

＜２グループ＞ 

・ 誘発目地にひび割れ誘導工法の採用など、実施内容（各工種）の適切性に配慮し

た提案となっている。 

イ 品質管理の適切性 

＜１グループ＞ 
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・ 重点管理項目（コンクリートの品質、動物飼育エリアの気密性、ＭＲＩ室のシー

ルド性能）の設定と専門部会の設置、重点管理項目に対する具体的かつ有効な提案、

三次元ＣＡＤやＣＧによる施工性の確認など、品質管理の適切性に配慮した提案と

なっている。 

＜２グループ＞ 

・ 品質管理（品質管理体制、施工管理規定、品質検査等）手法の導入、ＳＰＣ品質

管理委員会の設置など、品質管理の適切性に配慮した提案となっている。 

ウ 工程管理（移転業務との調整を含む）の適切性 

＜１グループ＞ 

・ 工程管理の手法と遅延防止の対策、移転支援チームの設置、品質確保が可能な工

期短縮提案など、工程管理（移転業務との調整を含む）の適切性に配慮した提案と

なっている。 

＜２グループ＞ 

・ 総合管理工程表による工程管理、ＳＰＣ工程管理員会の設立など、工程管理（移

転業務との調整を含む）の適切性に配慮した提案となっている。 

エ 周辺環境への配慮の適切性 

＜１グループ＞ 

・ 騒音・振動への対策、各種工法の変更による工事車両台数の大幅削減など、周辺

環境への適切性に配慮した提案となっている。 

＜２グループ＞ 

・ 周辺交通の予測及び把握と対策、騒音・振動・粉塵への対策など、周辺環境への

適切性に配慮した提案となっている。 

オ 環境負荷の低減（ＬＣＣＯ２の低減等） 

＜１グループ＞ 

・ 使用材料による環境負荷の低減、施工における環境負荷の低減、工事車両の削減

による環境負荷の低減など、環境負荷の低減（ＬＣＣＯ２の低減等）に配慮した提

案となっている。 

＜２グループ＞ 

・ 使用材料（仮設資材等）や使用機器（建設機械等）の選定、生材のリデュースや

発生材のリサイクルなど、環境負荷の低減（ＬＣＣＯ２の低減等）に配慮した提案

となっている。 

3) 維持管理業務に関する事項 

① 実施体制に関する事項 

ア 実施体制の適切性 

＜１グループ＞ 

・ 維持管理業務総括責任者（常駐配置）による一元窓口体制、維持管理担当企業に

よる現場支援体制など、実施体制の適切性に配慮した提案となっている。 

＜２グループ＞ 

・ 統括責任者（常駐配置）による日常管理体制、担当企業による業務バックアップ

体制など、実施体制の適切性に配慮した提案となっている。 
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② 実施内容等に関する事項 

ア 実施内容の適切性 

＜１グループ＞ 

・ 一般的な提案であるが、各業務の実施内容について具体的かつ有効な提案となっ

ているとともに、建物データ管理の適正化による業務品質の向上、事業終了時の修

繕計画策定など、実施内容の適切性に配慮した提案となっている。 

＜２グループ＞ 

・ 一般的な提案であるが、後方支援部署による定期インスペクションの実施、施設

管理データベースの活用による一元管理など、実施内容の適切性に配慮した提案と

なっている。 

イ 品質管理の適切性 

＜１グループ＞ 

・ 一般的な提案であるが、維持管理業務計画・修繕計画の定期的な見直し、業務従

事者の教育・研修プログラムの実施、人材の継続雇用など、品質管理の適切性に配

慮した提案となっている。 

＜２グループ＞ 

・ 一般的な提案であるが、ＩＳＯ２７００１情報管理手法の活用、ＩＳＯ９００１

品質管理手法の活用など、品質管理の適切性に配慮した提案となっている。 

ウ 環境負荷の低減（ＬＣＣＯ２の低減等） 

＜１グループ＞ 

・ 施設整備段階からの維持管理担当企業の参画、大学と事業者が一体となって省エ

ネルギー活動に取り組む委員会の設置など、環境負荷の低減（ＬＣＣＯ２の低減等）

に配慮した提案となっている。 

＜２グループ＞ 

・ ＩＳＯ１４００１環境管理手法の活用など、環境負荷の低減（ＬＣＣＯ２の低減

等）に配慮した提案となっている。 

エ 経済性（ＬＣＣの低減等） 

＜１グループ＞ 

・ 省エネルギーレポートの提出など、経済性（ＬＣＣの低減等）に配慮した提案と

なっている。 

＜２グループ＞ 

・ 建物の省エネルギー措置の支援など、経済性（ＬＣＣの低減等）に配慮した提案

となっている。 

オ 維持管理業務全体での有効性 

＜１グループ＞ 

・ 一般的な提案であるが、ニーズの把握・分析による継続的改善、個人情報保護の

徹底、きめ細かい空調運転による快適空間の提供など、維持管理業務全体での有効

性に配慮した提案となっている。 

＜２グループ＞ 

・ 一般的な提案であるが、快適な環境維持のための環境アンケートの実施など、維
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持管理業務全体での有効性に配慮した提案となっている。 

4) 付帯事業に関する事項 

ア 付帯事業（任意） 

＜１グループ＞ 

・ ケータリングサービスの提供、コンシェルジュの選任、自動販売機の設置など、

有人の対応を含めた提案となっている。 

・ ケータリングサービスの営業時間は、平日１１時から２１時３０分まで、コンシ

ェルジュの営業時間は、平日１１時から１７時までとなっている。 

＜２グループ＞ 

・ １階アウトリーチエリア内への自動販売機及びセルフ式菓子ＢＯＸの設置（無人

販売）の提案となっている。 

(3) 優秀提案者の選定 

以上の審査の結果、各入札参加グループ（入札参加者）の提案の基礎項目審査及び加点項

目審査の得点合計は、１グループ１５６.１２点、２グループ１３５.５６点となった。また、

各入札参加グループ（入札参加者）の得点合計を入札金額で除して求めた総合評価値は、 

１グループ２５２.１８点、２グループ２１１.２４点となり、１グループが最も高い総合評

価値を取得したことにより同グループを優秀提案者として選定した。 

優秀提案者として選定された１グループの提案は、約１２.０％のＶＦＭを達成できると

ともに、民間事業者ならではの質の高いサービスの提供がなされることによって、ＰＦＩ事

業としての効果を十分に得られることが期待できる。 

 




